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○公立大学法人公立鳥取環境大学安全衛生管理規程 

平成２４年４月１日 

鳥取環境大学規程第４３号 

（目的） 

第１条 この規程は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下「法」という。）及びそ

の他の関係法令に定めるもののほか、公立大学法人公立鳥取環境大学職員就業規則（以下「就

業規則」という。）第６８条の規定により、公立大学法人公立鳥取環境大学（以下「法人」と

いう。）職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（理事長の責務） 

第２条 理事長は、職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。 

（職員の義務） 

第３条 職員は、理事長その他安全衛生に携わる者が講ずる安全の確保及び健康の保持増進のた

めの措置に従わなければならない。 

（総括安全衛生管理者） 

第４条 法人に、職員の健康管理及び安全衛生を総括させるため、総括安全衛生管理者を置く。 

２ 総括安全衛生管理者は、副理事長をもって充てる。 

（衛生管理者） 

第５条 法人に、法第１２条に規定する衛生管理者を置く。 

２ 衛生管理者は、理事長が指名する。 

（産業医） 

第６条 法人に、法第１３条に規定する産業医を置く。 

２ 産業医は、理事長が選任する。 

（衛生委員会） 

第７条 法人に法第１８条第１項に規定する衛生委員会を置く。 

２ 衛生委員会には、次に掲げる委員をもって構成する。 

(１) 総括安全衛生管理者 

(２) 衛生管理者 １名 

(３) 産業医 １名 

(４) 職員の過半数を代表する者 ３名 

(５) 衛生に関し経験を有する者のうち、職員の過半数を代表する者から推薦され、理事長が

必要と認めて指名した者 

３ 理事長は、前項第１号の委員以外の委員の半数については、法人に職員の過半数で組織する

労働組合があるときにおいてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がないときに

おいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 

４ 衛生委員会の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 衛生委員会の委員が欠けた場合においては、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 衛生委員会は、次の事項の審議を行う。 

(１) 職員の健康の保持増進又は職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関す

ること。 

(２) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、職員の健康の保持増進及び職員の健康阻害の防止に関する

こと。 

（衛生委員会の委員長） 
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第８条 衛生委員会に委員長を置き、前条第２項第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員長は委員会を招集し、その議長となる。 

（衛生委員会の運営） 

第９条 衛生委員会は、議長が招集する。 

２ 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。 

３ 衛生委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 衛生委員会の運営に関しその他必要な事項は、衛生委員会において別に定める。 

（職場環境の維持管理） 

第１０条 理事長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、

換気、採光、照明、保湿、防湿、騒音防止及び清掃保持に必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

（健康診断） 

第１１条 法人は、健康診断を行う。 

２ 前項の健康診断は、医師又は医療機関を指定して行うものとする。 

３ 法人は、定期健康診断、採用時健康診断、その他の法令により必要な健康診断を行うものと

する。 

４ 理事長が必要と認める場合には、臨時に健康診断を行うものとする。 

（受診の義務） 

第１２条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。ただし、

他の医師又は医療機関において当該健康診断に相当する健康診断を受診しその結果を証明する

書面を理事長に提出したとき又は特別の事由のあるときは、この限りではない。 

（健康区分の決定等） 

第１３条 産業医は、健康診断の結果により、健康管理上、生活規制面及び医療面の指導を必要

と認めた職員について、別表に定める指導区分の決定及び変更を行うものとする。 

（事後措置） 

第１４条 理事長は、前条の規定により判定した指導区分に応じ、別表の事後措置の基準欄に掲

げる基準に従い、適切な措置をとらなければならない。 

（健康診断の結果の通知） 

第１５条 理事長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければなら

ない。 

（療養指導） 

第１６条 理事長は、病気により休暇又は休職している職員がいるときは、療養状態を調査し、

適切な指導を行うものとする。 

（健康記録の管理） 

第１７条 理事長は、健康診断の結果・指導区分・事後措置の内容その他健康管理上必要と認め

られる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを保管しなければならない。 

（秘密保持） 

第１８条 この規則の実施についての事務に従事する者は、その実施に関して知り得た職員の秘

密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、また同様とする。 

（その他） 

第１９条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。 
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附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年規程第３２号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年規程第１１号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

別表（第１３条、第１４条関係） 

指導区分及び事後措置の基準 

指導区分  

区分 内容 事後措置の基準 

生活

規制

の面 

A（要休業） 勤務を休む必要のあるも

の 

休暇（日単位のもの限る。）又は休職の方法によ

り、療養のため必要な期間勤務させない。 

B（要軽業） 勤務に制限を加える必要

のあるもの 

勤務場所の変更、職務の変更、休暇（日単位のも

のを除く。）等の方法により勤務時間を軽減し、

かつ深夜勤務（午後１０時から翌日の午前５時ま

での間における勤務をいう。以下同じ。）、時間

外勤務（正規の勤務時間以外の時間における勤務

で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。）及

び出張をさせない。 

C（要注意） 勤務をほぼ平常に行って

よいもの 

深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び出張を制限

する必要があること。 

D（健康） 平常の生活でよいもの  

医療

の面 

１（要治療） 医師による直接の医療行

為を必要とするもの 

必要な治療を受けるように指示すること。 

２（要観察） 定期的に医師の観察指導

を必要とするもの 

経過観察をするための検査及び発病・再発の防止

のための指導等を受けるよう指示すること。 

３（健康） 医師による直接又は間接

の医療行為を必要としな

いもの 

 

 


